
【令和３年第３回定例会 一般質問全文】

５ 大 田 勤 議 員

１ 基本水量は５トン・基本料金を見直し、
逓増型従量料金で納得のいく水道料金に

２ 生理の貧困が社会問題に岩内町での取り
組みは 公共施設・小・中学校のトイレ
に生理用品の常設を

３ 施設一体型小中一貫校推進と小学高学年
・教科担任制導入は教員の負担増と学級
崩壊に

１ 基本水量は５トン・基本料金を見直し、逓増型従量料金で納得
のいく水道料金に

水道料金改定に向け、上下水道料金等審議会が開催され審議が行われている。
料金改定では、年度末の資金残高が７，２００万円程度の保有が望まれるが、

この資金の確保に必要な改定率は３０％以上となるため、年度末の資金残高を事
業継続に最低限必要となる３，０００万円程度まで引き下げ、料金算定期間は５
年間で目標改定率を２０％台半ばに設定したと、８月２７日建設産業常任委員会
に報告があった。改定率の抑制につながる自助努力・工夫を実施、今後も創意工
夫で経営努力を続けるとしている。
決 算 認 定 で は 、 年 度 末 給 水 戸 数 ５ ， ８ ０ ５ 戸 、 年 間 総 給 水 量

１１５万８，５０８トン、年間有収水量１００万５，９３４トン。有収率は
８６．８％、前年度より５．１％上昇している。
町内全域での漏水調査での成果だが、今後の漏水対策は。全町的な調査で残っ

ている地域はあるのか。
水道料金不納欠損の状況では毎年度１００万円台の欠損が昨年度は３００万円

台となり、人数も７９人と昨年の２．６倍。メーター使用料も４６人と前年度の
２．７倍と報告されているが、この要因は。
不納欠損となる世帯への収納対策は。
不納欠損世帯の実態調査から見えてくるものは。
水道料金の基本料金は家事用、業務用など用途によって設定する用途別基本料

金を継続する。
超過料金については家事用は使用水量の多少に関わらず同一料金単価の単一従

量料金制。業務用、団体用、工業用は使用水量が多くなるほど段階的に料金単価
が安くなる逓減型従量料金制となっている。
家事用・単一従量料金制で基本水量月１０トンを超過する世帯は何世帯あるの

か。
１世帯の超過水量で月２０トンを超える世帯は。若者世帯など基本水量を超え



る大量使用の場合、業務用、団体用、工業用と同じく逓減型従量料金制のような
軽減策も必要ではないのか。
逓減型従量料金制の業務用、団体用、工業用ごとの利用事業者件数は。
第４回審議会では、水道事業の事業経営を考えると単一従量料金制への一本化

が望まれる。現行の逓減型従量料金制により大口の町内事業者が恩恵を受けてい
るが地域経済の状況や町内の事業者の経営状況を考慮し、しばらくは現行同様、
逓減型従量料金制を継続とした。
業務用、団体用、工業用各事業者が単一従量料金制に移行した場合、業務用、

団体用、工業用ごとに恩恵を受けていた年間の給水収入はいくら増えるのか。
逓減型従量料金制を設定した昭和５２年４月以降、基本料金と超過料金は消費

税相当額がプラスされただけです。しばらくは現行同様、逓減型従量料金制を継
続するとしているが、しばらくとはいつを指すのか。
大口使用者に多くの水道料金を負担していただくが、その分、水道使用により

収益を上げていることも想定。逓減型従量料金制の設定は料金収入が少なくなる
分、全体の水道使用者で広くカバーしていただいているとしています。
逓増型従量料金制は大口使用者が多く負担する反面、小口使用者の負担軽減へ

とつながる。節水促進効果も期待されるのであれば家事用使用者へも恩恵があっ
てもよいのではないのか。
町水道の給水戸数は５，８０５戸。家事用水道使用量が月１０トン以下世帯

５６．８％。全体のうち５トン以下は２９．４％です。平成２７年の国勢調査で

は、岩内町の人口総数１３，０４２名中６５歳以上は４，４０８名、高齢者比率
３３．８％です。
大口使用者が収益を上げて減収になった水道料金を月１０トン以下の世帯、月

５トン以下世帯の老人世帯がカバーするのは、負担の公平ではありません。不公
平でしかありません。こうした使用世帯への負担の軽減こそ必要ではないのか。
水道料金は二部料金制で基本料金と超過料金の組み合わせで成り立ち、水道施

設の維持管理など使用水量の有無にかかわらず全ての使用者に負担していただい
ているとしてます。単一従量料金制は大口使用者も小口使用者も負担が公平とな
りシンプルな料金体系です。
高齢化率が３３．８％、給水戸数の５６．８％が基本水量以下、全体のうち

３９．４％２９．４％が５トン以下ですから、通常の生活を送るために必要な基
本水量とは言えません。水道施設の維持管理を賄うにしても１０トンの基本水量
は見直しが必要ではないのか。
水道施設の維持管理を賄うための負担を利用住民はいといません。生活用水の

確保と公衆衛生の向上を図るために必要な水量というのであれば、現在の家事用
基本水量は利用者の実態に合っていない。今後、料金改定率２５％で適正な基本
水量の検討なら、現行の料金よりも負担が多くなるため低廉で安心して利用でき
る基本水量を１０トンではなく５トン等、利用実態に近づけ、基本料金も見直し
て提供すべきではないのか。
基本水量５トンなど逓増型従量料金制にすれば月５トン以下の世帯は水量・料

金に不公平感が無くなり、５トン以上利用者は逓増型従量料金で納得のいく料金
体系になるのではないのか。
生活基盤施設耐震化等整備進捗は全体計画が１４，７９８メートルで令和２年

度末で９，３３０メートル、６３．０５％実施。本管・導水管は終了し避難・退
避所への整備が進められているとしています。国の財政措置の拡充、町からの財
政支援とは。



【答 弁】
町 長：
１項めは、今後の漏水対策と、全町的な調査で残っている地域についてであ

ります。
漏水調査につきましては、これまでも地区の割り付けを行い、計画的に実施

してまいりましたが、昨年度より、円山・雷電地区を除く町内全域を対象に実
施しており、その結果、時間当たり１３㎥の漏水を発見するなど有収率の向上
につながると見込まれることから、今後も、全町的な調査を継続するとともに、
円山・雷電地区についても配水量の異常が検知された際には、調査区域の対象
とする予定であります。
２項めの、不納欠損の状況と要因についてと３項めの、不納欠損となる世帯

への収納対策と、４項めの、不納欠損世帯の実態調査から見えてくるもの、に
ついては関連がありますので、併せてお答えいたします。
水道事業を経営する上で料金の確保は大前提であることから、収納対策につ

きましては、不納欠損となる世帯に限らず、強化して取り組んでおります。
特に昨年度からは、地区別に担当者を配置し、電話催告や催告書の送付、給

水停止に至る段階的な措置のほか、訪問による納付相談など、よりきめ細かな
対応をしているところでありますが、結果として、どうしても債権回収ができ
ないものについては不納欠損処理しております。
これにつきましては、回収の見込みの立たない債権を保有し続けることは、

水道事業の将来の経営収支を推計する上でも適切でなく、不納欠損を確実に行
った結果、令和２年度は例年よりも不納欠損額が多くなったものであります。
また、不納欠損世帯の実態につきましては、本人死亡や生活困窮などによる

ものも一定程度の割合で含まれておりますが、転出後に連絡がとれなくなるケ
ースや住所を置いたまま連絡がとれなくなるケースなど、居所不明が半数以上
を占めておりますので、未納が発生した段階での早期の適切な対応がこうした
ケースを防ぐため重要であると考えております。
５項めは、家事用・単一従量料金制で、基本水量が月１０トンを超過する世

帯数についてであります。
令和２年１月から１２月までの１年間の平均で、基本水量を超える家事用世

帯数は、２，１４７世帯であります。
６項めは、超過水量で月２０トンを超える世帯数と、逓減型従量料金制など

の軽減策についてであります。
令和２年１月から１２月までの１年間の平均で、超過水量が月２０トンを超

える家事用世帯数は、１８９世帯であります。
また、水道料金の料金体系につきましては、使用者の負担の公平性や水利用

の合理性、水道事業の事業経営の継続性の観点から、岩内町上下水道料金等審
議会において審議されているところであり、家事用の超過料金につきましては、
現行どおり単一従量料金制を継続する方向性が示されたところであります。
７項めの、逓減型従量料金制の業務用、団体用、工業用ごとの事業者件数と、

８項めの、単一従量料金制に移行した場合、各用途ごとに年間の給水収入はい
くら増えるのかについては関連がありますので、併せてお答えいたします。
令和元年１１月から令和２年１０月までの１年間で、逓減型従量料金制の適

用を受けた事業者数の平均と、適用による影響額の累計は、業務用が６７件で
約２８９万円、団体用が３０件で約８４万円、工業用が３件で約１００万円で
あります。
９項めの、第４回審議会で、しばらくは逓減型従量料金制を継続するとした



が、しばらくとはいつを指すのかと、１０項めの、逓増型従量料金制による小
口使用者の負担軽減と、家事用使用者への恩恵があっても良いのではないかと、
１１項めの、月１０トン以下世帯、月５トン以下の老人世帯の負担の軽減こそ
必要ではないか、については関連がありますので、併せてお答えいたします。
逓減型従量料金制につきましては、商工業の振興を図ることを目的に、大口

の給水に対して低減の措置を講ずるとして導入されたものでありますが、水道
料金の料金体系につきましては、使用者の負担の公平性や水利用の合理性、水
道事業の事業経営の継続性に加え、現在の地域経済の状況や町内事業者の経営
状況も踏まえた中で、岩内町上下水道料金等審議会において審議されていると
ころであり、業務用、団体用、工業用の超過料金については、逓減型従量料金
制を継続し、５年後の次の料金改定時に再度審議する方向性が示されたところ
であります。
なお、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増型従量料金制につき

ましては、節水効果が期待されるため、水需要が急増していた高度経済成長期
に大都市を中心に採用されておりましたが、近年は、水需要が減少傾向にある
ため、料金改正時に併せて逓増型従量料金制を廃止する事業体や、節水インセ
ンティブを基本水量に反映した料金制を設定した事業体が増加している状況で
あります。
１２項めの、１０トンの基本水量の見直しが必要ではないかと、１３項めの、

基本水量を５トン等、利用実態に近づけ、基本料金も見直すべきではないかと、

１４項めの、基本水量５トンなど逓増型従量料金制で、利用者の納得のいく料
金体系になるのではないか、については関連がありますので、併せてお答えい
たします。
基本水量につきましては、公衆衛生向上の観点から、生活上必要な一定程度

の水の使用を促すことを目的として付与されたものであり、現在の生活実態な
ども踏まえた中で、岩内町上下水道料金等審議会において、審議されていると
ころであります。
また、基本料金につきましても、使用水量が多い方、少ない方、両方に対し

ての公平性を確保する中で、岩内町上下水道料金等審議会において審議されて
いるところであります。
１５項めは、国の財政措置の拡充と、町からの財政支援についてであります。
生活基盤施設耐震化等交付金事業につきましては、現在国からの交付率は、

事業費の４分の１となっておりますが、過去には交付率が３分の１とされてい
た時期もあり、また、地震防災対策特別措置法においても国の負担率のかさ上
げ措置が規定されておりますが、その対象は、非常に狭い事業範囲に限られて
います。この事から、日本水道協会などを通じて、交付率の引き上げや事業範
囲の拡充を国に要望してきたところであり、今後につきましても、継続的に働
きかけていきたいと考えております。
また、町からの水道事業への財政支援についてでありますが、町としまして

は、上水道の出資に要する経費など、公営企業繰出基準に掲げられる国からの
財政措置などを確実に受けていく中で適宜検討してまいります。



＜ 再 質 問 ＞

業務用の逓減型従量料金制の適用を受けた累計は、業務用、団体用、工業用で
４７３万円です。逓減型ではなく逓増型従量料金制にするべきです。料金を改定
するなら事業者の料金も変えるべきです。また、基本料金も利用実態を見て判断
すべきではありませんか。
基本水量が生活用水の確保と公衆衛生の向上を図るために必要な水量というの

であれば、給水戸数の５６．８％が基本水量１０トン以下です。全体のうち２９．
４％が５トン以下は通常の生活を送るために必要な基本水量とは言えず、基本水
量を見直すべきです。
利用町民は水道施設の維持管理を賄うための必要な経費の負担をいといません。

全体の約３割が使用水量５トン以下、月５トン以下世帯の老人世帯がカバーする
のは、負担の公平ではなく不公平です。基本水量の設定が実態に合っていません。
高齢化率が３３．８％の住民や１０トン以下世帯が快く負担できる基本水量５ト
ンを検討すべきです。
基本水量５トンなどの逓増型従量料金制にすれば月５トン以下の世帯は水量・

料金に不公平感が無くなり、５トン以上利用者は逓増型従量料金で納得のいく料
金体系になるのではありませんか。利用住民の実態に合った料金体系にするよう
強く求め、再度答弁を求めます。



【答 弁】
町 長：
１項めは、業務用、団体用、工業用の料金体系について、逓減型従量料金制

を廃止し、逓増型従量料金制に変更すべきでは、についてであります。
業務用等の水道料金につきましては、現在、コロナ禍が地域経済に大きな影

響を及ぼし、その回復についても一定程度の期間がかかることと推察される状
況の中で、岩内町上下水道料金等審議会で審議され、単一型従量料金制に移行
することが望ましいが、逓減型従量料金制を維持する方向性が示されたところ
であります。
また、逓増型従量料金制については、全国導入率が０．６％であり、料金改

定時に併せて廃止する事業体が増加していることから、導入については審議会
の中で検討を要しないとなったものであります。
２項めは、基本水量を５トンにし、逓増型従量料金で納得いく料金体系にな

るのでは、についてであります。
基本水量については、現在の使用者の平均水量を含めた使用実績を含め、様

々な角度から今後、審議会において検討されるものと考えております。
また、料金体系につきましては、水道事業を継続的に維持していくためには、

使用水量の多い方や少ない方を含めた水道使用者全体で事業会計を支えること
が重要でありますので、負担の公平性を考えた中で審議されるものと考えてお
ります。



＜ 再 々 質 問 ＞

水道料金の料金体系は岩内町上下水道料金等審議会で審議されている。
料金体系については、使用者の負担の公平性や水利用の合理性など岩内町上下

水道料金等審議会で審議されているとしました。私達が見えるのは、審議済の結
果だけで、高齢者や５トン以下世帯の声は届いているのですか。どこにそうした
声が反映されていますか。住民の納得を得られると考えていますか。



【答 弁】
町 長：
この度の水道料金の改定にあたって審議する審議会委員の構成につきまして

は、水道使用者の多様な意見を反映するため、水道使用者からも公募により委
員を委嘱しており、その中で多角的な議論を通じ、合意形成が図られていくも
のと認識しております。



２ 生理の貧困が社会問題に岩内町での取り組みは 公共施設・小
・中学校のトイレに生理用品の常設を

経済的な理由で生理用品を買えない、生理の貧困が社会問題になっている。こ
うした中、政府は３月２３日の閣議で新型コロナウイルス感染拡大の影響で孤独
や困窮状態にある女性を支援するため、交付金を拡充することを決めた。
岩内町での地域女性活躍推進交付金の対象事業となる取組や計画は。
支援が必要な対象となる女性の把握、人数・状況確認は行っているのか。
地域女性活躍推進交付金公募要領では、交付金の使途として生理用品の無料配

布も加え、同日、２０２０年度の予備費から約１３億５，０００万円を充てるこ
とを決めた。内容は、内閣府の地域女性活躍推進交付金で、支援が必要な人のも
とに出向いていく訪問型の活動や、居場所の提供といった事業を自治体がＮＰＯ
法人など民間団体に委託した場合、国が最大１，１２５万円を負担するものと記
載されている。こうした交付金の活用など検討していたのか。
生理の貧困など対象となる方への対応をこうした交付金で取り組めないのです

か。
トイレにトイレットペーパーが設置してあるように生理用品も設置されてある

とどんなに皆さんが助かるか。こうした交付金の活用で町の公共施設などにも生
理用品の設置ができるのではありませんか。
また、４月１４日、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課は、地域女性

活躍推進交付金及び地域子供の未来応援交付金の活用促進についてを周知し、そ
の通知の中で、生理用品を必要としていることを言い出しにくい児童・生徒にも
配慮し、保健室等の手に取りやすい場所に設置したり、提供場所を保健室のほか
に設けたりすることなど、必要とする児童・生徒が安心して入手出来るよう、提
供方法や配置場所等の工夫などを検討いただきたいとしています。学校では、保
健室だけではなく、提供方法や配置場所の工夫、つまり、人目を気にせず生理用
品が児童・生徒の手にわたるようにすることが必要だとされているのです。
教育委員会は生理の貧困の問題を各学校へ通知し周知をしているのか。
町内各小中学校の児童・生徒への対応はどのように行われているのか。
必要とする児童・生徒への配布はどこで行われているのか。
小学校や中学校で児童・生徒が生理用品を必要とする時、保健室で対応できて

いるのか。
また、同通知では、各学校においては学級担任や養護教諭等を中心とした、き

め細かな健康観察やストレスチェック等により、児童・生徒等の状況を的確に把
握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
等による心理面・福祉面からの支援など、管理職のリーダーシップのもと、関係
教職員がチームとして組織的に対応すること。特にコロナ禍における児童・生徒
の心身の影響を考慮し、日常的に相談できる体制を構築するなど、引き続き丁寧
に対応いただきたいとしている。こうした対応が各小中学校で話し合われ子ども
達に行われているのか。
同通知では、生理用品等を自身で用意できない児童・生徒への支援については、

その背景にある要因にも着目し、保健室等に通常備えている生理用品を渡した場
合に返却を求めないなどの対応とあわせて、適切な支援をお願いしたいとしてい
る。
ある中学校では生理用品を使った生徒へは、戻すよう、借りた物は返すよう指

導しているといいますが、通知内容が徹底していないのではないのか。使った物



は返すよう、こういった指導を行っているのか。
教育委員会は地域女性活躍推進交付金及び地域子供の未来応援交付金の活用促

進について、現場へどのような周知徹底を行っていたのか。
学校では、保健室だけではなく、提供方法や配置場所の工夫、人目を気にせず

生理用品が児童・生徒の手にわたるようにすることが必要だとされている。各小
中学校のトイレの個室に生理用品を設置して組織的にきめ細かな対応が必要と思
われるが、教育委員会の対応は。
内閣府の調査で学校や公共施設のトイレで生理用品を無料で配布するなどの支

援策を講じているのは５８１の自治体で、全体のおよそ３２％。支援物資の調達
方法としては防災用の備蓄を活用している自治体が最も多く、工夫を凝らして生
理の貧困に取り組んでいる。防災用の備蓄の活用等、やる気になればいくらでも
方法があると思うが町の考えは。



【答 弁】
町 長：
１項めの、岩内町での地域女性活躍推進交付金対象事業の取組や計画につい

てと、３項めの、交付金の活用などの検討については関連がありますので、併
せてお答えいたします。
本交付金につきましては、市町村等による女性の活躍推進に資する取組に対

して交付されるものであり、女性デジタル人材の育成など、女性の参画拡大推
進のための活躍推進型事業や、女性に寄り添い、就労につなげていく、寄り添
い支援型事業に加え、ＮＰＯ等を活用した、孤独・孤立で不安を抱える女性に
対する、つながりサポート型事業が追加されたところであります。
本町におきましては、これまで対象事業となる取組や計画がないことから、

現段階において、交付金の活用には至らなかったところであります。
２項めの、支援が必要な女性の把握等についてと、４項めの、生理の貧困な

どに対する交付金の取組については、関連がありますので、併せてお答えいた
します。
町はこれまでも、病気等で働くことができない場合や、収入の減少等により

生活に困窮されている女性の方々からの相談に対しては、新型コロナウイルス
感染症の影響にかかわらず、ケースに応じ、支援制度等の案内や各種手続支援
などの対応をしてまいりました。
また、支援が必要な女性の把握等については、対象人数や全体の状況につい

ての調査は行っていないものの、こうした相談業務等の中で、支援が必要な方
の状況確認を行ってきたところでありますが、これまでに、生理の貧困に関す
る相談や要望が直接寄せられたことはなく、現段階においては、生理の貧困な
どに対する交付金の活用についての検討はしなかったところであります。
５項めは、交付金の活用による公共施設などへの生理用品の設置についてで

あります。
生理の貧困については、社会的な課題となってきていることから、今後も窓

口での相談業務などを通じて、支援の要望等の状況把握に努め、機運の高まり
などを踏まえた中で、交付金の活用も含め、支援の取組に向けての検討が必要
になるものと考えております。
しかしながら、交付金を活用した公共施設等への生理用品の設置については、

交付金の対象外であることから、その活用は難しいものの、各公共施設の管理
者とも調整しながら、全庁的な取組としての検討も必要となっていくものと考
えております。
１４項めは、防災用の備蓄品の活用等についてであります。
一部の自治体においては、防災備蓄品として保管している生理用品を無料配

布している事例もありますが、本町においては、防災備蓄品としていないこと
から、こうした対応はできなかったところであります。しかしながら、今後に
おいては、生理の貧困の背景には、経済的困窮など、解決すべき様々な課題が
あると考えられることから、不安を抱える女性たちに寄り添った、きめ細かな
支援に努めてまいります。



【答 弁】
教 育 長：
６項めの、生理の貧困の問題を各学校へ周知しているのかと、１２項めの、

交付金の活用促進についての文書を学校へどのように周知徹底したのかについ
ては、関連がありますので、併せてお答えいたします。
令和３年４月１４日付、内閣府が実施する女性の相談支援及び子供の居場所

づくり等に係る交付金、地域女性活躍推進交付金及び地域子供の未来応援交付
金の活用促進についての文書は、令和３年４月２１日付で北海道教育庁より通
知があり、この中で、新型コロナウイルス感染症により、困難や課題を抱える
女性に対する支援の一つとして、生理の貧困に対する生理用品等の提供がある
ことから、町内各小中学校へこの文書を周知するとともに、通知にあるように、
ＮＰＯ法人等からこのような依頼があった場合には協力するよう指示しており
ます。
７項めの、町内各小中学校児童生徒への対応と、８項めの児童生徒への配布

場所、９項めの保健室で対応できているかについては関連がありますので併せ
てお答えいたします。
生理用品が必要となった児童生徒は、養護教諭などへその旨を伝え、養護教

諭から保健室で生理用品を渡すこととしており、保健室で対応できなかったこ
とはないと聞いております。
１０項めは、児童生徒への対応について、各小中学校で話し合われ実行され

ているのかについてであります。
各小中学校では、担任や養護教諭、管理職などの関係教職員及びスクールカ

ウンセラーなどが組織的に対応する体制を構築しており、日常的に気づいた点
なども話し合い、児童生徒それぞれに必要な支援を行うことができるよう対応
しております。
１１項めは、通知内容が徹底していないのではないかと、使ったものは返す

よう指導しているのかについてであります。
通知では、支援については、その背景にある要因にも着目し、とあることか

ら、経済的な理由で用意ができずに使用した場合などには返却を求めないこと
とし、これ以外の場合には返却することとなっております。
１３項めは、学校のトイレ個室に生理用品を設置する必要性についてであり

ます。
教育委員会といたしましては、これまで学校が行っている児童生徒からの申

し出により養護教諭が保健室で渡すという手法に問題はないと考えていること
から、現時点では従来どおりの対応をしてまいりますが、今後は、全庁的な取
組としての検討も必要となっていくものと考えております。



＜ 再 質 問 ＞

対象事業となる取組や計画がないことから、交付金の活用に至らなかった。支
援が必要な女性の把握等について、対象人数や全体の状況について調査は行って
いない。生理の貧困に関する相談・要望が直接寄せられたことはなく、活用は検
討しなかった、は貧困で苦しんでいる人達への配慮が足らず、町として職務怠慢
ではないのか。ＮＰＯ法人だけではなく、通知は社会福祉協議会等、関係団体機
関も対象になることから、幅広く検討し行うべきではないのか。
通知では経済的な理由で用意できず、使用した場合は返却を求めない、これ以

外の場合は返却としたが、通知を理解していないのではないのか。児童・生徒か
ら申し出により保健室で渡す手法に問題はないとしたが、学校では保健室だけで
なく、人目を気にせず児童・生徒の手に渡るようにすることが必要とされている。
人目を気にせずの判断、子ども達の気持ちを考えて対応するべきではないのか。
地域女性活躍推進交付金及び地域子供の未来応援交付金の活用促進について。

同通知では、生理用品等を自身で用意できない児童・生徒への支援については、
その背景にある要因にも着目し、保健室等に通常備えている生理用品を渡した場
合に返却を求めないなどの対応とあわせて、適切な支援をお願いしたいとしてい
る。配布した生理用品の調達方法としては、防災備蓄品として既に確保してあっ
たものを配布したケースが１８４件と最も多く、柔軟な対応で素早い支援につな
げたケースが目立ち、こうした対応を町はできないのですか。どこに問題がある
のですか。
東京品川区では今年４月から区役所の窓口での配布に加え、区立の小中学校な

ど４６校に生理用品を合わせて８３２パックを配布。区の教育委員会は新学期が
始まる直前の４月１日に、できるかぎり個室トイレに設置するようにと全ての学
校の校長に依頼しました。トイレの中に設置することにこだわった理由は、生理
であることを先生などに打ち明けなくても自由に生理用品を使えるようにするこ
とで子ども達が手に取りやすくなり、プライバシーも尊重できると考えたからで
す。
品川区教育委員会事務局の有馬勝庶務課長は、生理用品はこれまでも保健室に

用意していましたが、トイレに置いたことで本当は必要だけど言い出せなかった
生徒にも届くのではないかと思い、生理をめぐる不安を１つ取り去ることで、子
どもたちの学びの環境整備になると思いますと話しています。
柔軟で素早い対応が子どもの学びの環境整備につながることから実施すべきで

はありませんか。



【答 弁】
町 長：
１項めは、貧困で苦しんでいる人達に対し、配慮が足らず、町として怠慢で

はないかについてであります。
生活に困窮している女性からの相談については、ケースに応じ、相談業務等

の中で状況確認を行っており、今後も窓口等での状況把握に努め、交付金の活
用も含め、支援の取組に向けて検討を進めてまいります。
２項めは、交付金の活用において関係団体を幅広く対象とすべきではないか

についてであります。
公共施設への生理用品の設置については、町による直接設置に対する交付金

の活用が難しいものの、ＮＰＯ法人や社会福祉協議会等の活用については、女
性宅への訪問や居場所の提供を行う場合における相談支援の一環として、民間
団体に委託するなど、事業化には要件があることから、今後の町内での気運の
高まりなどを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
５項めは、生理用品の調達方法として、防災備蓄品の活用は出来ないのかに

ついてであります。
本町においては、生理用品を防災備蓄品としていないため、現状において、

こうした対応はできなかったところであります。



【答 弁】
教 育 長：
３項めは、通知の内容を理解していないのではないか、についてであります。
通知では、支援については、その背景にある要因にも着目しとあることから、

経済的な理由で用意ができずに使用した場合などには返却を求めないこととし
ております。
４項めは、児童生徒が人目を気にせず生理用品を使用できるよう子ども達の

気持ちを考えて対応するべきではないのか、についてであります。
保健室は、日頃から児童生徒が気軽に相談や利用ができる場となっているこ

とから、保健室で生理用品を渡すことについては、人目を気にすることなく対
応できているものと考えております。
６項めは、柔軟で素早い対応が子どもの学びの環境整備につながることから

実施すべきでは、についてであります。
教育委員会といたしましては、これまで学校が行っている、児童生徒からの

申し出により養護教諭が保健室で渡すという手法に問題はないと考えているこ
とから、現時点では、従来どおりの対応をしてまいりますが、今後は、全庁的
な取組としての検討も必要となっていくものと考えております。



３ 施設一体型小中一貫校推進と小学高学年・教科担任制導入は教
員の負担増と学級崩壊に

義務教育学校検討事業で導入の先進地視察が行われています。先進地視察の長
野県、北海道はどこに行ってきましたか。
学校生徒数・クラス数・学校施設形態は。５年生、６年生は教科担任制か。
視察者の構成は。検討委員会からの参加は。
施設一体型小中一貫校を新設してきたつくば市の教育方針が大きく転換。門脇

厚司教育長は５校目の義務教育学校はつくらないと表明し、人口が急増するつく
ばエクスプレス沿線に今後新たにつくる小中学校は、施設一体型の一貫校ではな
い方針を示したことから、町議会社会文教委員会における、つくば市など小中一
貫校を取りやめる学校など視察選考の対象となっているのかとの問いに、推進な
ので視察先としては選ばないと町教育委員会は応えている。
現在までの視察ではどのような形態の小中一貫校の視察を行ってきましたか。
先進地域でも見直しやつくば市のように、小学部と中学部の分離を意識した学

校運営の取組を考えています。推進だからこそ先進校だけではなく学校運営を見
直そうとする学校の視察も必要になるのではないのか。
小中一貫校の建物ばかり論議していますが、学校運営はどのような検討が行わ

れているのですか。
岩内町立小中学校運営協議会推進委員会が発行しているコミュニティ・スクー

ル通信では、岩内東小学校の取組が紹介され、確かな学力の定着に向けた取組の
一つとして、習熟度別学習を行っている。習熟度別学習コース分けの例として、
事前テストをし本人の希望コース、過去のテスト結果、担当の先生方で協議し、
はてなコース、なるほどコース１、なるほどコース２、１つの学級を習熟度別に
２つのグループに分けたり、２つの学級を３つのグループに分けたりして少人数
で学習を進める習熟度別学習に取り組んでいると報告しています。
岩内町が目指す小中一貫校はこうした選別の教育で学校運営をするのですか。

習熟度別学習のメリット、デメリットをどのように考えているのか。
西地区、岩内西小・岩内二中は、ほっかいどう学力向上推進事業小中一貫教育

支援事業に関連した主な取組として、中学校教員による小学校乗り入れ授業で、
学習指導面において中１ギャップの解消やより専門的な立場からの指導による学
力向上を図る。小学校６年生の中学校登校日は、小・中学校のスムーズな学びと
指導の連接を形成する。児童には中学校への見通しをもたせる。小学校には卒業
段階の目標等で、中一ギャップを解消するとしています。
都築学中央大学教授は小学校は初等教育、中学校は前期中等教育の教育機関。

両者の間には様々な相違がある。学校文化も、小学校と中学校では異なる。小学
校を卒業した児童は、中学校に入学して生徒になる。その時戸惑いや不安を感じ
る子どもは少なくない。中学入学前の不安の感情が未知の世界への期待の感情と
組み合わさった時、期待だけを待つ場合と比較して中学校生活での充実の度合い
が高かったと。都築２００１横断調査より。
中学校という新たな環境への移行は子どもにとって新しい友達や教師と出会い、

発達の契機をつかむきっかけになるもの。小学生から中学生にかけて、最上級生
と最下級生を経験することが子どもの発達に重要。小学校と中学校の区切りは子
どもの発達を促すものです。施設一体型小中一貫校では子ども達の発達を保障で
きないと思いませんか。
義務教育９年間を見通した指導体制の在り方等に関する検討会議が令和３年７



月２１日に開かれ、義務教育の目的・目標を踏まえ、育成を目指す資質・能力を
確実に育むためには、各教科等の系統性を踏まえ、学年間・学校間の接続を円滑
なものとし、義務教育９年間を見通した教育課程を支える指導体制の構築が必要。
中央教育審議会答申としています。
また、先進的な取組事例とその効果として、小学校における教科担任制の取組

については、上述の定数措置を活用するとともに、場合によっては中学校教員に
よるいわゆる乗り入れ授業の実施や地方自治体の独自予算による教員配置等の方
策を組み合わせることで、現状においても、高学年段階を中心に各地域・学校の
実情に応じた多様な実践が行われているとしました。
小中一貫教育の特色の１つに小学校段階から教科担任制が取り入れられている

が、岩内町の中１ギャップの解消のための、中学校教員による小学校乗り入れ授
業は高学年段階、５年生・６年生への教科担任制を取り入れるための取組ではな
いのか。小学校高学年への教科担任制推進のメリット・デメリットは何か。
教科担任制になると教員負担が軽減すると言われましたが、担任はテストの評

価はもちろん宿題も各教科の担任が出し、点検することになった。時間に追われ、
教科に追われ、子ども達を授業に追い立てる生活が始まった。クラスづくりでは
担任不在の時間が多いため提出物や、係、日直、当番、給食など教室でのルール
が徹底できず、担任が学級をコントロールできなくなる。子ども達の普段の姿が
見えず小さなサインを見落として、事件事故の対応が遅れ、保護者の不信を買う、
教室にいるときは小言ばかり言う存在になってしまった。他のクラスの宿題やノ

ート点検で自分のクラスでの丁寧な相談を積み上げられなくなったと。先進地視
察ではこうした問題意識を持って見てきましたか。
小学校では通常、学級担任が子どもの様子を見ながら、１日の生活と学習を組

み立てていきます。子どもに合わせて臨機応変に考えられるところに小学校教諭
の専門性があり、教科の専門性より大切なことを日々学ばせています。教科担任
制導入はこうした制度に生徒は振り回され、以前よりも多くの仕事を持ちこませ
るもので教員の負担の軽減にはなりません。教科担任制は取り入れるべきではな
いと思うがいかがですか。
クラス担任が教室にいる時間が少なくなり、担任に話を聞いてほしいときに居

ない。担任が心のよりどころにならず学級が居場所になりません。施設一体型小
中一貫校建設推進はやめるべきです。



【答 弁】
教 育 長：
１項めの先進地視察は、どこに行ってきたかと、２項めの、学校生徒数・ク

ラス数・学校施設形態は、５、６年生は教科担任制かと、３項めの、視察者の
構成は。検討委員会からの参加は。については関連がありますので、併せてお
答えいたします。
令和２年度に実施いたしました、義務教育学校の視察は、道外及び道内の先

進地２箇所でありますが、道外の視察については、長野県信濃町立信濃小中学
校で、児童生徒数４７１名、学級数２４学級、学校施設形態は、施設一体型義
務教育学校で、５、６年生は、全教科において教科担任制、視察者は、町長、
教育長、担当係長の３名であります。
道内の視察については、釧路管内白糠町立庶路学園で、児童生徒数１５３名、

学級数１５学級、学校施設形態は施設一体型義務教育学校で、５、６年生は、
算数・理科・英語・音楽・体育において一部教科担任制、視察者は、教育長、
教育部長、担当課長、学習環境推進計画検討委員６名の計９名であります。
４項めは、現在までどのような形態の小中一貫校の視察を行ってきたかにつ

いてであります。
平成２８年度から令和元年度までに視察した義務教育学校について、施設一

体型が７校、施設隣接型が１校であります。
５項めは、先進校だけではなく学校運営を見直そうとする学校の視察も必要

ではないか、についてであります。
視察の目的は、現地の実情・背景を生で感じ、体験し、情報を得る場と考え

ております。今後については、視察をはじめ、他の手法も含めて、学校の形態
にかかわらず、先進的・特徴的な取組を進めている学校について、検討してま
いります。
６項めは、学校運営では、どのような検討が行われているかについてであり

ます。
現在、岩内町におきましては、小中一貫教育を進めるにあたり、平成２９年

度より３年間、令和２年度より３年間、北海道教育庁の事業を活用し、小中学
校における学習規律や、生活規律などに係る統一的な取組、指導方法の改善と
充実について、各学校の教務主任等が、教育課程担当者会議で検討を進めてお
ります。
７項めは、選別の教育で、学校運営をするのですかと、習熟度別学習のメリ

ット・デメリットについてであります。
習熟度別学習のメリットとしては、子どものつまずきを把握し、一人一人の

理解の状況に応じた、きめ細やかな指導ができ、学習内容の定着に効果がある
とされています。
一方で、デメリットとしては、各学級の子ども達の習熟度をどのように把握

するか、どのようにグループ分けをするのかなどの課題があげられます。
教育委員会といたしましては、習熟度別学習は、子ども達の学習理解度別に

授業を進めることにより、児童生徒の基礎学力の定着や学習内容を確実に身に
付けていくために効果的な方法と考えております。
８項めは、施設一体型小中一貫校では、子ども達の発達を保障できない、に

ついてであります。
義務教育学校につきましては、従来の６－３という学年の区切りに限らず、

子ども達の発達段階や地域の特性等を考慮し、４－３－２や５－４などの柔軟
な学年段階の区切りを設定することが可能であります。



先進地においては、学校行事の中で、学年区切りの最高学年が主体的に活動
できるような取組を実施し、リーダー性・主体性を育成する工夫も見られ、ま
た、上級生が下級生の手本になろうとする意識の高まりや、下級生の上級生に
対する憧れの気持ちが強まったなどの成果も報告されています。
今後、学校づくりに向けて、協議、検討される場において、子ども達により

良い教育環境を提供するという意思のもと、学校、家庭、地域、町が連携し、
自分の良さや可能性を認識し、あらゆる他者を価値のある存在として尊重、そ
して豊かな人生を切り拓く資質・能力を育成する学校を創っていくことが重要
であると考えております。
９項めの、中学校教員による乗り入れ授業の取組と、教科担任制のメリット

・デメリットと、１０項めの、教科担任制について先進地視察で問題意識を持
って見てきたかと、１１項めの、教科担任制は取り入れるべきではない、につ
いては関連がありますので併せてお答えいたします。
平成２９年度より、小中一貫教育を進めるにあたり、系統性を意識した指導

を充実させるため、中学校教員の専門性を生かした、小学校への乗り入れ指導
を実施し、中学校につながる学習内容や、つまずきやすい部分を重点的に指導
するなど、小中の円滑な学びの接続に向けた指導を実践しております。
また、本年度からは、東小学校第６学年の理科において、中学校教員による

一部教科担任制を実施しております。
教科担任制のメリットとしては、教科の専門性が生かされた質の高い授業が

行われること、授業の持ち時数の軽減や授業準備の効率化により、教員の負担
軽減につながること。さらに学級担任だけでは気づきにくい、子どもの小さな
変化について、複数の教員がかかわることで早期発見や対応につなげることが
できること、中学校での教科担任制にスムーズに移行できることなどが、効果
として期待されます。
デメリットとしては、学級担任が子どもにかかわる時間が限られるため、子

どもの実態を把握する時間が少なくなることや、教科担任の負担増などが考え
られます。
視察した先進地においては、教員の専門性が生かされ、教科の指導が充実し、

多くの教員の交流によって、児童生徒をより多面的に理解することができるよ
うになったなどの効果がある反面、教員の持ち時数の増減や、担任が指導した
い教科を指導できないなどの課題もあげられました。
こうした課題については、毎年、細部まで検討・改善を繰り返し、対策を教

員全体で共有することで解消しているとのことでありました。
このように、教科担任制について、メリット・デメリットの双方が考えられ

ますが、子ども達に各教科の知識・技能はもとより、自ら考え、表現する力な
どを着実に育成することや、学校における働き方改革を進めるなどの視点から
も、大いに効果が期待されることから、今後も教科担任制の充実を図っていき
たいと考えております。
１２項めは、施設一体型小中一貫校建設推進はやめるべきについてでありま

す。
これまで、将来的な学校教育のあり方などの検討を進めた結果、子ども達に

とって、充実した教育活動や生徒指導を展開することができる学校として、設
置を検討したものであることから、今後も、小中一貫教育を推進するとともに、
施設一体型義務教育学校の導入に向けて取組を進めてまいります。



＜ 再 質 問 ＞

習熟度別学習は子ども達の学習理解度別に授業を進めることにより、児童生徒
の基礎学力の定着や、学習内容を確実に身につけていくため、効果的な方法と考
えるとしました。確かな学力の定着に向けた取組としての習熟度別学習、中１ギ
ャップ解消に向けた取組の小学校教科担任制といいますが、子ども達の学習を保
障するのは選別の習熟度学習や、教師の仕事を増やす小学校教科担任制の取組で
はなく少人数教育の実現です。
今後の学級編制及び教職員定数の改善に関する教育関係団体ヒアリング意見概

要というのが文科省で出されています。それには、一人一人の児童・生徒に向き
合う時間を十分確保するとともに、きめ細やかな指導が展開できるように、３０
人学級の完全実施を。全国都市教育長協議会、全国公立学校教頭会、全日本教職
員組合、全日本教職員連盟、日本ＰＴＡ全国協議会等。
また、子ども一人一人にきめ細かな指導をするため、教員一人あたりの児童・

生徒数を下げなければならず、少人数学級の実現を可能とする大幅な定数改善が
必要。
また、少人数学級の効果としては、学習指導面の成果として、生徒一人一人に

目が行き届き、個に応じた細かな学習指導が行え、学力向上に効果がある。発言、
発表など、子ども一人一人の活躍の場が増加している。教室にゆとりのスペース
が生まれ、学習環境が向上している。生活指導面での効果について、不登校や問
題行動の早期対応につながっている。生徒は集団内にある所属感、存在感を得ら
れやすくなり、様々な問題行動や不登校の改善、予防に効果がある。中１に少人
数学級を導入した場合、中１ギャップ解消に一定の効果がみられる。担任教員の
事務処理に費やす時間が減少し、子どもと接する時間が増加している。というこ
とで、今後取り組むべきことは、習熟度別学習ではなく少人数教育の推進でこう
した環境を整備し、子ども達の学習集団を作ることが、確かな学力の定着、中１
ギャップ解消に結びつく問題の解決になると思いませんか。施設一体型小中一貫
校推進ではなく子ども達の学力向上へ、こうした論議こそ必要ではありませんか。



【答 弁】
教 育 長：
１項めの確かな学力の定着、中１ギャップ解消に結びつく問題の解決になる

と思いませんかと、２項めの施設一体型小中一貫校推進ではなく、子ども達の
学力向上へ、こうした議論こそ必要ではありませんか、については関連があり
ますので、併せてお答えいたします。
小中一貫教育を推進する学校形態として、施設一体型義務教育学校導入に向

けて、協議、検討される場において、子ども達により良い教育環境を提供する
という意思のもと、学校、家庭、地域、町が連携し、自分の良さや可能性を認
識、あらゆる他者を価値のある存在として尊重、そして、豊かな人生を切り拓
く資質・能力を育成する学校を創っていくことが、重要であると考えておりま
す。
また、習熟度別学習は、一つのクラスを想定した場合、そのクラスを複数の

グループに分けることにより、少人数での学習に取り組むことで、子どものつ
まずきを把握し、一人一人の理解の状況に応じた、きめ細やかな指導ができ、
学習内容の定着に効果があると考えております。


